
(本学修士課程在籍者（30名）へ調査、回答18名)

博士後期課程進学のニーズ

進学希望について 進学時期について

是非進学したい

5名(28%)

進学したい

1名(5%)将来進学したい

2名(11%)

進学の意思はない

10名(56%)

開設すれば直ちに

5名(28%)

開設すれば1～3年後

2名(11%)

いずれでもない

11名(61%)

2019年12月実施

(本学修士課程在籍者（30名）へ調査、回答18名)
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博士後期課程修了 博士後期課程在籍者
大学名 分野 人数 大学名 分野 人数

香川大学大学院医学研究科 医学 3 香川大学大学院医学研究科 医学 1

広島大学大学院 医歯薬保健学 1 広島大学大学院 看護学 1

徳島大学大学院 保健学 1 岡山大学大学院 保健学 1

聖路加国際大学大学院 老年看護学 1 徳島大学大学院 保健学 2

人間環境大学大学院 発達看護学 1 大阪医科大学大学院 看護学 1

奈良女子大学大学院 学術 1 立命館大学大学院 学術 1

兵庫教育大学連合大学院 学術 1

計 9 計 7

本学修士課程修了者の博士後期課程進学状況の内訳

（修了者112名へ配布、回答47名）

２０１９年１２月実施
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本学過去10年間の看護学専攻（修士課程）入学者と
医学専攻（看護職者のみ）の入学者数推移

看護学専攻に博士課程がないため、看護職者が医学専攻に進学

資料12
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(本学修士課程在籍者・修了者へ調査、回答76名)

進学希望について 進学時期について

2019・2020年実施

是非進学したい, 8, 11%

進学したい, 6, 8%

将来進学したい, 10, 13%
進学の意思はない

52, 68%

令和４年４月, 11, 14%

, 8, 11%

10年

1, 1%

いずれでもない

56, 74%

博士後期課程学生確保の見通し＜進学ニーズ調査から＞

資料13
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学　校　名 学生定員数 教員数

大学 香川大学医学部看護学科 60 27

４年制 香川県立保健医療大学 70 30

穴吹医療大学校看護学科 80 24

四国医療専門学校看護学科 75 40

専門学校 国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校 80 16

３年制 香川看護専門学校第一看護学科 40 18

守里会　看護福祉専門学校看護学科 40 10

合　 　計 445 165

香川県内看護師養成数

高度専門士
称号付与校
４年制

資料14
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香川大学医学部倫理委員会看護学科事前検討委員会申合せ 

（設置）  

第１条 看護学科における看護研究に関して香川大学医学部倫理委員会（以下「倫理委員会」

という。）申請前に事前検討を行うため香川大学医学部倫理委員会看護学科事前検討委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（検討の方針）  

第２条 委員会は、看護学科における看護研究の事前検討にあたっては、「ヘルシンキ宣言」、

「看護研究のための倫理指針」及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の趣旨

を踏まえ、特に次の各号に掲げる事項について留意するものとする。  

(1) 研究の対象となる個人又は家族（以下「対象者」という。）の尊厳と人権の擁護

(2) 対象者に理解を求め同意を得る方法

(3) 対象者の利益と不利益及び看護学上の貢献度の予測

（組織）  

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 看護学科教授（倫理委員会委員）

(2) 看護学科より選出された教授 ３名

２ 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、倫理委員会委員である看護学科教授から倫理委員会委員長が

指名する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は、原則として倫理委員会開催１ヶ月前までに開催するものとする。ただし、

委員長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。 

２ 委員会は、申請者を出席させ、実施計画等について説明を求めるとともに、意見を述べさ

せることができる。 

３ 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くことがで

きる。 

４ 委員は、自己の申請に係る審査に関与することはできない。 

（申請手続）  

第６条 申請者は、研究を実施しようとする場合は「人を対象とする医学系研究に関する手順

書」及び「人を対象とする医学系研究に関する手引き」に基づき「倫理審査申請書」、「実

施計画申請書」及びその他申請に必要な書類を委員長に提出するものとする。  

（検討の流れ）  

第７条 委員長は申請受理したときは、速やかに委員会において事前検討を実施するものとす

る。 

２ 事前検討の実施及び結果の報告は次のとおりとする。 

(1)患者及び地域住民を対象とする研究は、委員会での事前検討を経て、倫理委員会に提出し、

審査を受けるものとする。

(2) 本学及び他施設の教職員・学生を対象とする研究は、委員会での事前検討の後、検討結

果報告書（別紙様式第１）にて倫理委員会に報告するものとする。倫理委員会は、委員会

の報告に基づき審査・承認決定を行い、検討結果通知書（別紙様式第２）にて申請者に通

知するものとする。

附 則 
この申合せは、平成２８年４月１日から施行する。 

-1-
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別紙様式第１ 
看護学科事前検討委員会審査結果報告書 

平成 年 月 日 

香川大学医学部倫理委員会委員長 殿 

香川大学医学部倫理委員会 

看護学科事前検討委員会委員長 
氏 名 

受付番号 

課題名又は診療計画名 

申請者名 

上記 実施計画 を、平成  年  月 日の医学部倫理委員会看護学科事前検討委員会で

審査し、下記のとおり判定しましたので、報告します。 

記 

看
護
学
科 

チ
ェ
ッ
ク
欄

□ 心的外傷に触れる質問を含まない無記名アンケート調査である。

□ 対象は、本学及び他施設の教職員・学生である。

□ データの保管管理、個人情報等の漏洩の対策が適切になされている。

□ 研究内容に倫理的問題が無い。

備

考

問題点がある場合には、備考欄に記載してください。 

-2-
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別紙様式第２ 
看護学科事前検討委員会審査結果通知書 

平成 年 月 日 

申請者 
殿 

香川大学医学部倫理委員会委員長 

受付番号 

課題名又は診療計画名 

 上記 実施計画 を、平成  年  月  日の医学部倫理委員会看護学科事前検討委員会を

経て、下記のとおり決定したので通知します。 

記 

判

定

-3-
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専
門
科
目

（
公
衆
衆
衛
生
看
護
学）

28
単
位

専
門
科
目

（
助
産
学
）

28
単
位

看護学
コース

助産学
コース

基 盤 科 目
（10単位以上）
看護研究方法論１・２
理論看護学・看護倫理学
看護教育学・看護管理学
臨床科学・国際看護学特論

専 門 科 目
（10単位）

研 究 科 目
（10単位）

D1 D2

養
護
教
育
特
論

2
単
位

**

大学入門ゼミ・看護統計論・

看護クリティカルシンキング・看護
研究

学部教育から博士後期課程に至る教育方針

学部教育
（定員60名）

全学共通
科目

専門基礎
科学

基礎看護学

生涯発達看
護学

教職科目:養護教諭

看
護
職
・
養
護
教
諭
等

博士前期課程
（定員16名）

地域生活看
護学

統合実践看
護学

博士後期課程
（定員2名）

看護学実習（基礎看護学実習・
領域別実習・統合実習）

健康創造看護学分野

修了後に期待
される役割

多職種協働によ
り、新たな看護
を創造開発でき
る次世代のリー
ダー

進路
• 高等教育機関
• 研究機関
• 医療機関
• 保健行政機関
• 福祉関連機関

（総合病院の看護
管理者、保健師（管
理職）、大学教員、
看護師養成学校の
管理者等）

1年～4年 D3 D4 D5

香川県のニーズに応じた、看護
師・養護教諭（一種）の養成

・助産師の養成
・保健師の養成

・基礎的な研究方法
の修得

・理論体系化に資する研究の遂行
・異分野の研究者と連携・協働

**

**R5年度開設予定

保健師科目 履

修

科

目

基盤科目
必修（ 2単位以上）

健康イノベーション概論

健康イノベーション研究方法論

選択必修（１単位以上）

希少糖科学特論/医科学特論

課題研究（6単位）
健康創造看護学課題研究

専門科目（6単位以上）
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講

健康創造看護学演習

進 学

看護実践

*

*R4年度まで

さぬき地域包括ケア論
防災・災害看護、看護と国際社会

計15単位以上

地域へ関心をもつ 高度専門職者として自らの専門性と学際的知識を活用できる

公衆衛生
看護学コー
ス（仮称）
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時間帯 月 火 水 木 金 土 日

9：00-10：30 国際看護学特論（非・谷本）
臨床科学（筒井）
看護管理学（佐々木、前川）
国際看護学特論（非・谷本）

10：40-12：10
臨床科学（峠）
国際看護学特論（非・谷本）

臨床科学（筒井）
看護管理学（佐々木）、前川
国際看護学特論（非・谷本）

13：00-14：30 臨床科学（藤井） 臨床科学（藤井）
臨床科学（峠）
看護研究方法論2（市原、森永）

看護管理学（佐々木、前川）
国際看護学特論（非・谷本）

14：40-16：10 臨床科学（藤井） 臨床科学（藤井） 臨床科学（峠）
看護管理学（佐々木、前川）
国際看護学特論（非・谷本）

16：20-17：50 臨床科学（藤井）

18：30-20：00

理論看護学（前川、金正）
看護倫理学（松本）
看護研究方法論1 （谷本）

　〃　   （山本）
  〃    （石上）

急性期成人看護学特論（市原）

看護教育学（清水、渡邉）
看護研究方法論2（市原、森永）

    〃　　    （宮武）
国際看護学特論（非・辻）
地域看護学特論（森永、辻）

理論看護学（前川、南、金正）
看護倫理学（松本）
国際看護学特論（辻）
看護医科学特論（藤井）
基礎看護学特論（前川、南）
小児看護学特論（谷本）
精神看護学特論（渡邉）
在宅看護学特論（松本）

看護倫理学（山本）
　〃　　（清水）
　〃　　（辻）
　〃　　（松本）

看護研究方法論1（谷本）
　　〃　　　　　  （山本）

看護管理学（佐々木、前川）
看護医科学特論（峠）

　〃　 　（藤井）
　〃　 　（筒井）

母性看護学特論（佐々木）

理論看護学（前川、金正）
　　〃　　（南）

看護研究方法論2（市原、森永）
看護管理学（佐々木、前川）
国際看護学特論（非・谷本）

20：10-21：40

理論看護学（前川、金正）
看護倫理学（松本）
看護研究方法論1（谷本）

  〃　   （山本）
  〃　   （石上）

慢性期成人看護学特論（清水）

看護教育学（清水、渡邉）
看護研究方法論2（市原、森永）

  　〃　　　（宮武）
臨床科学（筒井）
国際看護学特論（非・辻）

看護倫理学（松本）
国際看護学特論（辻）
看護医科学特論（藤井）
基礎看護学特論（南）
小児看護学特論（谷本）
精神看護学特論（渡邉）
在宅看護学特論（松本）

看護倫理学（山本）
　　〃　　（辻）

看護研究方法論1（谷本）
　　〃　　　  （山本）

看護管理学（佐々木、前川）
看護医科学特論（峠）

　〃　 　（藤井）
　〃　 　（筒井）

母性看護学特論（佐々木）

理論看護学（前川、金正）
　　〃　　（南）

看護研究方法論2（市原、森永）
看護管理学（佐々木、前川）
国際看護学特論（非・谷本）

博士前期課程　時間割（例）
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時間帯 月 火 水 木 金 土 日
9：00-10：30
10：40-12：10
13：00-14：30
14：40-16：10
16：20-17：50

18：30-20：00

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

20：10-21：40

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

健康イノベーション概論
健康イノベーション研究方法論
健康発達支援看護特講
地域ケアシステム創造看護特講
健康創造看護学演習

博士後期課程　時間割（例）
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